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要 旨6訂

本研究は､臨床看護師の倫理教育に関する実情と道徳的感性と関連要因について明らかにし､看護師の倫理

的な行動力の向上に向けての倫理教育の方途を提示することを目的とした｡ 1,746名の臨床看護師を対象とし

た質問紙調査を行い､欠損値のある者を除く722名のデータを分析した結果､67.6%の看護師は看護基礎教育機

関で倫理を学んだ経験があり､卒後の倫理研修の受講に関しては､39.8%の看護師が受講の経験があった.こ

れらの倫理教育機会の有無に関わらず､倫理に関する知識の程度に関しては､91.1%の看護師が ｢全く知識が

ない｣｢あまり知識がない｣と回答していた｡更に､道徳的感性と看護師や病院の特性等との関連を調べた結果､

有意差のみられた項目は殆どなく､既存の倫理教育が道徳的感性に影響を与えていないことが明らかとなっ

た｡これらの結果を踏まえ､看護職者に対する倫理的判断や行動に関わる能力評価における課題を考察した｡

SUMMARY

Thepresentstudywasconduct占dtoassesstheactuAIstateofclinicalnurses'ethicseduca-

tion,themoralsensitivityandre一atedfactorsofclinica一nurseswiththegoalofmakingethics

educationproposa一sforimprovingnurses'abHitytotakeethicalaction.Questionヮairesweredis-

tributedto1746clinicalnursesand722responsestothequestionnaire,excluding incomp一etere-

sponses,wereanalyzed.67.6%ofnurseshadexperiencedethicseducationduringbasictrainingat

nursingschool,and39.8% hadparticipatedinprofessionaltraininginethicssincegraduating.Re-

gard一essofwhetherPrnottheyhadopportunitiesforethicseducation,91.1% ofnursesresponded

thattheyhadlittleornoknowledgeinrelationtoethics.Further,Httleevidencewasfoundof

differenceinresponsetoitemsinvestigatingtherelationshipofcharacteristicsofthehospitalor

nursesandmoraJsensitivity,anditwasfoundthatexistingethicseducationdoesnotaffectmoral

sensitivity,Basedonthese¶ndings,issuesinevaluatingethicseducationfornursesandtheircom-

petencyinmattersinvo一vingethicaljudgmentandbehaviorarediscussed.
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Ⅰ.はじめに

近年の医療現場の様相は､高齢化､先進医療の発

展に伴う高度 ･複雑化､人々の価値観も多様化して

いる現状にあり､様々な倫理的問題の議論を必要と

する場面が増加している｡このような医療現場にお

いて患者のケアに携わる看護師の判断及び行動に

は､高い倫理性が求められている｡倫理的な行動を

とるためには､倫理的感受性､倫理的推論､態度表

明､表現の4つの要素1)2)の向上に努めることが重

要であるとされている｡また､Fry3)は看護師が倫理

的決断に至るまでの過程に自身の価値や認知能力､

道徳的感受性､論理的能力､道徳的直観を用いると

いう考え方を示している｡このように倫理的問題解

決のための倫理的行動の要素の一つに倫理的感受性

があるが4)､個人の内在する価値観に基づき臨床現

場において生じる倫理的問題に気づく能力であり､

個人の中に内在する倫理的価値観がその後の倫理的

な行動に影響を及ぼすとされる｡それを定員化し能

力を評価していくことは､看護師の倫理的な行動力

向上に向けての教育的アプローチの必要性を明確化

することに繋がる｡LBtzenは､道徳的な概念の抽出

と構造化を図り5)6)､道徳的感性の構成要素を､人間

関係における内省的態度､道徳性の構築､情を示す､

自律､葛藤体験､医師への信頼としたMoralSensi-

tivityTest(MST)､後にMoralSensitivityQuestion-

naire(MSQ)とよばれる尺度を開発した7)8)9)｡そし

て､それを基に中村らは日本語翻訳版道徳的感性尺

度を作成10)ll)12) し､道徳的感性を看護専門職とし

ての道徳的な物事の考え方､認識､感受性であると

した上で､それを用いて手術室看護師の道徳的感性

や自律性の特徴として､手術室看護師は病棟看護師

より患者の生命の安全を守ることに看護の意義を見

出す傾向が強いこと､専門的知識や技術の習得が自

律性と関係しているということを明らかにしている13)｡

しかし､倫理的問題解決への道筋として重要な道

徳的感性に注目し､臨床で働く看護師の道徳的感性

と個人特性や倫理教育機会の有無などの関連要因に

ついて明らかにした研究は見当たらない｡また､看

護学においてとりわけ倫理教育が重要視されている

ことには､看護学は看護としての良いあり方を探求

する学問であり､すべての看護者の願いは､患者に
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十分なケアをすることである14)｡看護は人を対象と

して行われる実践科学であり人間を尊重すること

は､看護足り得る基盤となる重要な理念とされる15)0

そこで､本研究の目的は､臨床看護師の倫理教育

に関する実情と道徳的感性と関連要因の検討を手掛

かりに､看護職者の現行の倫理教育と倫理に関する

能力評価における課題を明確化し､倫理的な行動力

の向上に向けての倫理教育の方途を提示することを

目的とした｡

Ⅱ.研究方法

1.研究デザイン :記述相関的研究とした｡

2.対象 :_調査対象施設は､複数の診療科を持つ病

院で設置主体が偏 らないよう選択し､ 1都 2県の

100床以上の病院から7施設とし､非確率標本抽出

法を用いた｡調査対象者は､患者の入院から退院ま

での過程で､患者のケアに関わっている入院病棟に

所属する臨床看護師1,746名とした｡

3.方法 :2007年10月～11月に対象者に自記式質問

紙調査 (郵送法ならびに留め置き法)を実施した｡

質問紙の配布は､看護部責任者から病棟師長に配布

を依頼し､ 2週間後に回答者自身が封書したものを

病棟単位で回収したのち､病棟単位の特定が不可能

な状況で研究者が回収した｡または､看護部責任者

から各対象者に対して質問紙と返信用封筒を付した

質問紙を配布し､2週間を目処に､各対象者から直

接研究者への郵送法を用いて､個別に回収を行っ

た｡

4.調査項目 :1)対象者の特性に関する項目とし

て､年齢､性別､教育背景 (博士後期､修士 ･博士

前期､看護系4年制大学､短期大学､専門学校､そ

の他)､採用状況 (正規職員､臨時職員､未回答)､

職位 (師長 ･副看護師長､主任 ･副主任､スタッフ

ナース､未回答)､現在の所属病棟 (外科､内科､

内科 ･外科混合､精神科､産婦人科､小児科､クリ

ティカルケア (ICU)､新生児集中ケア (NICU)､未

回答)と経験年数､経験した臨床分野と年数につい

て質問をした｡

2)倫理教育機会と倫理に関する知識の程度､倫理

教育の必要性の認識に関する質問項目 :看護基礎教

育機関での倫理学受講の有無､看護基礎教育終了後

の倫理研修受講の有無については､｢ある｣｢なし｣



の2件法で尋ね､看護基礎教育終了後の倫理研修受

講経験のある者には､学習機会の状況 (院内教育､

学会 ･研究会､講演会､その他)について質問をし

た｡看護者の倫理綱額 ･倫理原則の周知に関する質

問では､｢知っている｣｢知らない｣の2件法､倫理

的問題に関する知識に関しては ｢非常に知識があ

る｣～ ｢全く知識がない｣の4件法､倫理教育に関

する必要性に関する質問では ｢非常に必要である｣

～ ｢全く必要がない｣の4件法で尋ねた｡

3)病院の特性に関して､施設規模､倫理委員会の

有無と看護職者の参加､倫理的問題を検討する機会

や場が設けられているか､看護体制についての質問

をした｡

4)道徳的感性に関しては､Liitz6nら16)が開発し

たmoralsensitivitytest(以下MST)の35項目を中村

らが翻訳し修正した日本語翻訳版道徳的感性尺度の

34項目17)18)19)を使用した｡MSTは､人間関係にお

ける内省的態度､道徳性の構築､情を示す､自律､

葛藤体験､医師への信頼の6要素から構成され､日

本語翻訳版道徳的感性尺度においては､患者の理

解､責任 ･安全､葛藤､規則遵守､患者の意思尊

重､忠誠､価値 ･信念､内省､正直､自律､情の11

成分が確認されたとされている｡｢全くそう思わな

い｣～ ｢非常にそう思う｣の6段階のリッカートス

ケールで評点は順次 1-6点を配点した｡看護専門

職としての道徳的な物事の考え方､認識､感受性を

測る尺度として､得点範囲は34点～204点であり､

得点が高いほど道徳的感性が高いことを示す｡本尺

度の信頼性､妥当性は検証されている｡尺度の使用

にあたっては､日本語翻訳版道徳的感性尺度の作成

者に使用許可を得た｡

5.データ分析方法 :対象者及び病院の特性､倫理

教育機会と倫理に関する知識の程度､倫理教育の必

要性の認識や道徳的感性に関する実態は､記述統

計､x2検定､残差分析を行った｡平均得点の比較

は､t検定もしくは一元配置分散分析を行った.一

元配置分散分析において群間有意差のあった変数に

ついては､Tukeyによる多重比較を行った｡道徳的

感性と年齢､現在の病院での勤務年数などについて

の各二変量間の関連の検討には､ピアソンの積率相

関係数を算出した｡検定は全て両側検定とし､統計

学的有意水準は5%とした｡全ての統計的分析は､

統計パッケージSPSS16.0JforWindowsを用いて

行った｡

6.倫理的配慮 :新潟県立看護大学倫理委員会の承

認を得て実施した｡倫理的配慮として､各施設への

研究協力の依頼は､研究者から看護部長または研究

に関して責任を持つ当該管理者へ､研究の意義と目

的､研究参加は参加者の自由意志に基づき研究参加

を拒否できること､研究不参加による不利益が生じ

ることがないこと､匿名性の保障について説明し､

承諾を得た｡個々の対象看護師に対しての研究協力

依頼は､研究の趣旨､研究参加は参加者の自由意志

に基づき研究参加を拒否できること､研究不参加に

よる不利益が生じることがないこと､匿名性の保障

について文書で説明し､質問紙への回答をもって同

意確認とした｡

Ⅲ.結 果

病棟看護師1,746名に配布し､1,144名から回収 (回

収率 :65.5%)が得られた｡1,144名中､欠損値のあ

る者を除く722名を分析対象とした｡

1)対象者及び病院の特性は､平均年齢は33.93歳

(最小21-最大60)､SD-9.32､性別は女性が大半

を占めた｡採用状況は､正規職員が多く､職位は､

スタッフナースが80.7%であった.教育背景として

は､専門学校が444名 (61.5%)､短期大学が165名

(22.9%)と多かった｡現在の病院での平均勤務年

敬 (12月単位)は､100.48ケ月 (最小1-最大438)､

SD-106.22であった(表 1).施設規模は､500床以上

510名(70.6%)､300床以上500床未満201名(27.8%)､

100床以上300床未満11名 (1.5%)であった｡看護体

制は､モジュール型継続受け持ち方式460名(63.7%)

と固定チームナ-シング252名 (34.9%)が大部分を

占めた｡

2)道徳的感性得点は､最小86-最大177点､平均

133.42点､SD-10.8であった.

3)道徳的感性と対象者及び病院の特性との関連に

ついては､表2のとおり､道徳的感性を従属変数､

対象者の特性､病院の特性を独立変数とした単変量

解析の結果､年齢に関して､層別にみた道徳的感性

得点は､20-29歳が平均134.01点､SD-10.22;30

-39歳が平均132.62点､SD-ll.23;40-49歳が平

均133.77点､SD-9.65;50歳以上が平均132.69点､
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表 1 対象者の特性

カテゴリー 平qJJA=or72"2,'人' 標準偏差 or%

年齢

性別

所用痛械

勤務年数

職位

採用状況

臨床経験年数

州てl:.
女性
叩門学校

無州大草
れ潤系JI咋HiTJ大学 (編入も含む)

:n沌系大学院修士 ･博士前期

弟護系大学院博士後期

その他

外科

内科

内科 ･外科混合

精神科

産婦人科

小児科

クリティカルケア (ICU)

新生児集中ケア (NICU)

その他

スタッフナース

師長 ･副看護師長

主任 ･副主任

無回答

正規職員

臨時職員

33.93
22

00
44
65
89
1

023

7
4
1

192
163
122
21

66
26-
11
44
77

100.48ケ月

583
66
70

3

679
43

9.32

3

97
61.5
22.9
12.3
0.10

3.2

2
2
1

1
0
8

1

26
6
9
9
1
6
5
1
7
2

7

6
2
6
2
9
3
1

6
0
6
0
9.1
9.7
0.4
94
6

136.01ケ月 110.47

SD-14.00であ り有意差は認め られなかった (F

(3,718)-0.850,カニ0.467)｡また､性別､所属病棟､

勤務年数､職位､採用状況､臨床経験年数の何れの

項目においても､有意差は認められなかった｡ま

た､病院の特性については看護師の認識に基づく回

答で得られたデータをもっての道徳的感性との関連

性の検討でであったが､有意差が認められた項目は

なかった｡

4)表3､4のとおり､倫理教育機会と倫理に関す

る知識の程度に関しては､看護基礎教育機関で倫理

を学んだ経験がある者は､488名 (67.6%)､看護基

礎教育終了後に倫理研修を受講したことがあるもの

は､287名 (39.8%)､その両方を経験していない者

は､162名 (22.4%)､また､両方を経験 している者
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は､215名 (29.8%)であった｡看護基礎教育機関

で倫理を学んだ経験の有無に関して､年齢カテゴリ

毎に検討した結果､20-29歳では ｢あり｣が249名

(83.6%)､｢なし｣が49名 (16.4%)､30-39歳は ｢あ

り｣が145名 (63.9%)､｢なし｣が82名 (36.1%)､40

-49歳は ｢あり｣が70名 (51.5%)､｢なし｣が66名

(48.5%)､50歳以上では ｢あり｣が24名 (39.3%)､

｢なし｣が37名 (60.7%)であった｡看護基礎教育終

了後の倫理研修の受講の有無に関しては､20-29歳

では ｢あ り｣が104名 (34.9%)､｢な し｣が194名

(63.9%)､30-39歳は ｢あり｣が83名 (36.6%)､｢な

し｣が144名 (63.4%)､40-49歳は ｢あり｣が71名

(52.2%)､｢なし｣が65名 (47.8%)､50歳以上では､

｢あり｣が29名 (47.5%)､｢なし｣が32名 (52.5%)



表2 道徳的感性と対象者の特性,病院の特性との関連

カテゴリー N(人) 平均 (標準偏差) F値 多重比較 有意確率 相関係数

<対象者の特性>

年齢b･C

性別a

教育背景b

所属病棟b

勤務年数a･b

職位b

採用状況a

臨床経験年数b･C

20-29歳
30-39歳
40-49歳
50歳以上

男性
女性

専門学校

短期大学

看護系4年制大学(編入も含む)

看護系大学院修士 ･博士前期
看護系大学院博士後期

その他

外科

内科

内科 ･外科混合

精神科

産婦人科
小児科

クリティカルケア (ICU)
新生児集中ケア (MCU)
その他

36か月未満

36か月以上60か月未満

60か月以上120か月~未満

120か月以上240か月未満

240か月以上

スタッフナース

師長､･副看護師長

主任 ･副主任

無回答

正規職員

臨時職員

36か月未満

36か月以上60か月未満

60か月以上120か月未満

120か月以上240か月未満

240か月以上

722 133.42
298 134.01
227 132.62
136 133.77
61 132.69
22 139.36
700 133.23
444 133.32
165 133.70
89 133.60
1 126.000 0

23 132.87
192 134.41
163 133.23
122 134.02
21 135.62
66 131.88
26 .128.69
11 133.18
44 131.55
77 133.79

722 133.42
288 133.48
86 133.92
118 132.66
115 133.48
115 133.61
583 133.45
66 133.20
70 132.79
3 146.00

679 133.46
43 132.49
722 133.42
133 133.59
80 134.15
167 133.51
173 132.65
169 133.62

0
2
3
5
0
1
0
9
4
2

8
2
2
6
0
2
6
0
2
9

0
0
1
9
4
5
0
1
0
0
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衣3 i耶別勺感性と倫理教育機会と倫理に関する知識の程度との関連
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表 4 倫理教育機会に関する実態

カテゴリー 人数 (%)W-722)
20-29歳 30-39歳 40-49歳 50歳以上 総数

看護基礎教育機関で倫理を学んだ経験なし､.看護基礎教育終了後のJ倫理研修受講なし 43(26.5) 61(37.7) 37(22.8) 21~(13.0) 162(22.4)

看護基礎教育機関で倫理を学んだ経験なし.看護基礎教育終了後の倫理研修受講あり 6 (8.3) 21(29.2) 29(40.3) 16(22.2) 72(10)

看護基礎教育機関で倫理を学んだ経験あり.看護基礎教育終了後の倫理研修受講なし 151(55.3) 83 (30 .4) 28 (10.3) ll (4.0) 273(37.8)

であった｡

看護基礎教育終了後の倫理研修の受講の内訳に関

しては､複数回答を可としたもので､院内教育が286

名､学会 ･研究会が283名､講演会が283名､その他

が283名であった｡

倫理的問題に関する知識の程度に関しては､｢全

く知識がない｣｢あまり知識がない｣を合わせると

658名 (91.1%)､倫理教育の必要性の認識に関して

は､｢かなり必要である｣｢非常に必要である｣が

639名 (88.5%)を占めた｡また､看護基礎教育機

関で倫理を学んだ経験と倫理的問題に関する知識の

程度に関してx2検定の結果､関連が認められた

(x2-23.85,df-3,9-0.000).その後の残差分析の
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結果､看護基礎教育機関で ｢倫理を学んだ経験がな

い｣ものは､｢全く知識がない｣と回答し､看護基

礎教育機関で ｢倫理を学んだ経験がある｣ものは､

｢あまり知識がない｣と回答していた｡看護基礎教

育機関で倫理を学んだ経験と倫理教育の必要性の認

識には関連は認められなかった (x2-1.18,df-3,9
-0.759)0

看護基礎教育終了後の倫理研修の受講と倫理的問

題に関する知識の程度には関連が認められ (x2-

54.10,df-3,9-0.000)､残差分析を行った結果､看

護基礎教育終了後の ｢倫理研修を受講した経験がな

い｣ものは､｢全く知識がない｣と回答し､看護基

礎教育終了後の ｢倫理研修を受講した経験がある｣



ものは､｢かなり知識がある｣と回答していた｡ま

た､看護基礎教育終了後の倫理研修の受講と倫理教

育の必要性の認識に関 しても関連があ り (x2-

23.93,df-3,9-0.000)､残差分析を行った結果､看

護基礎教育終了後の ｢倫理研修を受講した経験がな

い｣ものは､｢あまり必要がない｣と感じ､｢倫理研

修を受講した経験がある｣ものは､｢非常に必要で

ある｣と感じていた｡

看護者の倫理綱街 ･倫理原則の周知度について､

｢知っている｣と回答したものは､499名 (69.1%)､

｢知らない､｣ と回答したものは∴223名 (30.9%)で

あった｡本設問においては､倫理綱街 ･倫理原則を

知っているか､内容やその意義まで知っているかは

異なり､看護師個々の質問の捉え方に差が生じる可

能性は否めない｡看護基礎教育機関での倫理を学ん

だ経験と倫理網街 ･倫理原則の周知度には関連が認

められ (x2-7.32,df-1,A-0.007)､学んだ経験の

ある者の周知度が高かった｡看護基礎教育終了後に

看護倫理研修を受講と倫理綱領 ･倫理原則の周知度

にも関連が認められ (x2-66.77,df-1,9-0.000)､

受講経験のない看護師は ｢知らない｣とより多く回

答していた｡

また､倫理教育の必要性の認識において ｢非常に

必要である｣と答えた看護師は ｢あまり必要でな

い｣と回答した看護師よりも有意に道徳的感性が高

かった 伊(3,718)-3.656,p-0.12).看護基礎教育

機関で倫理を学んだ経験の有無､看護基礎教育終了

後の倫理研修受講の有無の違いによって道徳的感性

得点に有意差は見られなかった｡また､倫理綱領 ･

倫理原則の周知度や倫理的問題に関する知識の程

度､倫理教育の必要性の認識の程度によっても道徳

的感性得点に有意差は認められなかった｡

Ⅳ.考 察

現行の倫理教育と能力評価に関しての課題につい

て以下に考察を展開する｡

し

1.道徳的感性と看護師の特性､病院の特性との関連

本研究における対象者の道徳的感性得点は､最小

86-最大177点､平均133.42点､£β-10.8であった｡

先行研究に道徳的感性得点の報告はなく比較は難し

い｡本研究における対象者は､年齢は20-29歳､30

～49歳の若い層及び中堅が多くを占め､勤務年数も

8年程であった｡病院の施設規模は､大規模の病院

に勤務する看護師が多かった点なども特徴的であ

る｡対象者や病院の特性を考慮し､今後も継続し

て､より多くの対象における道徳的感性得点を集

積､分析し､その特徴をつかんでいく必要があるだ

ろう｡その道徳的感性を定量化し評価をしていくこ

とは､看護師の倫理的な行動力向上に向けてのアプ

ローチの必要性を明確化することに繋がる｡

日常の看護実践において 看護師がより良い倫理

的行動をとるためには､看護師個々の倫理的問題解

決能力の向上を図ることが必要とされる｡倫理的問

題解決のための倫理的行動の要素の一つに倫理的感

受性があり20)､個人の内在する価値観に基づき臨床

現場において生じる倫理的問題に気づく能力であ

り､個人の中に内在する倫理的価値観がその後の倫

理的な行動に影響を及ぼすとされている｡また､

Fry21)は､倫理的感受性は､文化､宗教､教育､人

生経験などによって影響され､看護師それぞれに

よって異なり､患者をケアする上でどのように倫理

的な意思決定をするかに影響を与えると述べてい

る｡先行研究においても､道徳的感性と倫理的問題

の経験頻度には相関があり､看護専門職としての道

徳的な物事の考え方､認識､感受性に関わる道徳的

感性が高い看護師ほど多くの倫理的問題を経験して

いたとの報告がある22)｡それ らのことより､今後

も､看護師個人の中にある道徳的感性を高めていく

ための人材育成に努力が向けられるべきである｡そ

して､道徳的感性と関連要因について明らかにする

ために､看護師の特性として､年齢､性別､教育背

景､採用状況､職位､現在の所属病棟と経験年数､

臨床経験年数に関する項目につき関連を検討した｡

倫理教育の必要性の認識において ｢非常に必要であ

る｣と答えた看護師と ｢あまり必要でない｣と返答

した看護師の道徳的感性得点には有意差があり ¢

-0.012)､非常に必要であると認識している看護師

の道徳的感性の高さが窺えた｡日頃より倫理的な問

題を経験している看護師にとっては､その解決策を

悩み模索し､倫理教育の必要性を身をもって実感し

ているのかもしれない｡先行研究においては､道徳

的感性の高い看護師は､倫理的な問題を経験するこ

とが多く､かつ､倫理教育の必要性の認識において
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｢あまり必要でない｣と答えた看護師よりも､｢非常

に必要である｣と回答した看護師の方が倫理的問題

の経験頻度が高いことが明らかとされている23)｡倫

理教育の必要性の認識が道徳的感性に関連していた

ことより､その必要性の認識が高まるだけの様々な

倫理的問題の対応経験とその解決にむけた努力を積

むことや倫理的問題の思考の糧となる知識の習得が

今後も重要となろう｡

看護師の自律性と個人特性との関連において､年

齢及び経験年数が多いほど看護師の自律性が高いこ

との報告24)や､経験年数､年齢､看護領域が患者

の意思決定を統制する要因であること25)などが明

らかにされており､年齢が高く経験の多い看護師ほ

ど､自らの置かれた状況を正しく理解し､適切な看

護を実践できていると説明されている｡本研究結果

においては､道徳的感性と年齢や経験年数､採用状

況､職位､教育哲爪､僅別との関連は認められな

かった｡それら特使よりも臨床経験の中での倫理的

な問題自体の経験､そして個人の中での倫理的であ

ろうとする意識的な志向性に基づくものが影響して

いる可能性が大いに考えられ､今後も慎重な検討が

必要である｡

道徳的感性と病院の特性として施設規模､倫理委

員会の有無と看護職者の参加､倫理的問題を検討す

る機会や場の設置､看護体制について関連を検討し

たが､道徳的感性と関連の見 られる項目はなかっ

た｡所属する施設に倫理的問題を検討する機会や場

が設けられているかといった設問に対し､あまり周

知されていない状況が垣間見てとれたが､それら情

報への関心と道徳的感性との関連は示されなかっ

た｡道徳的感性への影響要因というよりも､その後

の倫理的な行動との関連性があることが推察され

た｡しかし､先行研究において､道徳的感性と倫理

的問題の解決割合の間に相関が認められなかったと

いう報告26)があることより､倫理的問題の解決に

は､個人の能力だけでなく､臨床倫理委員会の設置

といった病院施設の環境や職場の風土､更には､そ

の部署の特性により生じる問題の種類といった実に

様々な要因が関わりあうことが説明される｡

2.倫理教育機会と倫理に関する知識の程度との関連

看護基礎教育機関で倫理を学んだ経験と看護基礎
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教育終了後の倫理研修の受講の有無に関わらず､看

護師は倫理的問題に関する自らの知識を ｢全く知識

がない｣｢あまり知識がない｣と回答し､知識を習

得したという自信には結び付いていないことが明ら

かとなった｡看護基礎教育機関で倫理を学んだ経験

と倫理教育の必要性の認識について関連性はなかっ

たが､看護基礎教育終了後の倫理研修を受講した看

護師においては､｢非常に必要である｣と認識を高

めていた｡必要性の認識を高める上で､看護基礎教

育終了後の倫理研修の有用性が示唆される｡

しかし､道徳的感性得点と倫理教育機会､倫理に

関する知識の程度との関連においては､有意差が認

められなかった｡既存の倫理教育が道徳的感性得点

に影響を与えていないことが示され､今までに行わ

れてきた基礎教育及び継続教育の内容や教育方法の

検討､教育効果を見直してみる必要性を示唆する結

果とも言える｡ ′J

そこで､わが国の看護教育の中で､倫理教育とい

うものがどゐように位置付けられてきたかという看

護職者に対する倫理教育の歴史的経緯を見てみるな

らば､保健師助産師看護師学校養成所指定規則 (以

下､指定規則)は戦後に数回の改正が行われた27)0

1948年の保健婦助産婦看護婦法の制定に伴い体系的

な看護教育が開始され､1949年に制定の指定規則に

は ｢看護史及び看護倫理｣が､1951年には ｢看護倫

理 (職業的調整)｣が学科目として位置付けられる｡

1967年の改正で ｢看護倫理｣という科目が削除され

｢看護概論｣に吸収された｡再び看護職に対する倫

理的要請が強iJ､求められるようになったのは1990年

代に入ってからである｡そして､1996年の改正時に

は倫理や人権についての教育の必要性が謳われた28)｡

この教育改革による指定規則の変更は､本研究の対

象者の年齢を層別にみた倫理教育機会に関する実態

にも差が表れており､看護基礎教育機関で倫理を学

んだ経験について､20-29歳はあるというものが8

割を超えたが､30-39歳､40-49歳では5割ほどと

なり､50歳以上では更に少なかった｡

その後も看護教育においても優れた看護職者を育

成する上で､倫理を学ぶことの重要性が認識され､

それは看護職者を養成するためのカリキュラムにも

反映されている｡1996年のカリキュラム改正以降､

すでに10年が経過した現在､2007年ノ4月にカリキュ



ラム改正案や看護基礎教育の充実に関する検討会報

告書が取りまとめられ29)､保健師助産師看護師学校

養成所指定規則等の一部を改正する省令が公布さ

れ､2008年4月1日から施行された｡看護基礎教育

の充実に関する検討会報告書の看護師教育の ｢基本

的考えかた｣には､看護師に一層もとめられる基本

的な資質について､人々の多様な価値観を認識し専

門職業人としての共感的態度及び倫理に基づいた看

護を実践できるとともに､最新知識 ･技術を自ら学

び続ける基礎的能力を養うことなどが盛り込まれ

た｡倫理教育がどのように行われるかは､各大学､

学部の理念や様々な実情により各教育機関に委ねら

れざるを得ない面が多々ある｡実際に看護基礎教育

に携わっている看護教育者の82.5%の実に多くが､

悩みながら倫理教育を行っているという報告もあり

模索の状況といえる30)｡

このような大学における学士教育ばかりではな

く､社団法人日本看護協会並びに各都道府県の看護

協会の教育計画にも生命倫理 ･看護倫理教育に関す

る内容が基幹研修として位置付けられるようになっ

た31)｡ また､第三者機関である財団法人日本医療機

能評価機構の病院機能評価32)の認定を受けるため

の評価項目 (評価対象領域)として､組織としての

倫理的実践に向けた取り組みや患者の権利を尊重し

た医療プロセスが明確に位置づけられ､各病院施設

においても倫理教育に関する独自の継続教育への取

り組みも報告されてきている33)34)35).看護基礎教育

終了後の倫理研修受講に関しては､本研究において

年齢が上がるほど受講の経験が増え､40歳以上の看

護師では実にその半数が受講の経験があるとの回答

をしている｡

このように､臨床現場における倫理の重要性の認

識が高まり､倫理的問題解決への取り組みは確実に

進んでいるという印象を受ける｡前述した看護基礎

教育終了後の倫理研修を受講した看護師は､｢非常

に必要である｣との認識が高いという結果より､看

護基礎教育終了後の倫理研修が､倫理を学ぶ必要が

あるという動機付けを高ゆるための有効な機会であ

ること､また､必要性の認識が高い対象集団が看護

基礎教育終了後の倫理研修を受講していたというこ

とも推察された｡しかし､本邦の看護師の継続教育

において､どのような内容の倫理教育がどのような

機会を通して､また､どのような頻度で行われてい

るかの実態に関する報告はない｡実際の看護実践の

現場に目を転じると倫理綱額の存在や条文の意味が

理解されておらず､看護師は様々な倫理的問題を経

験するがその半数以上は未解決な状況からも36)､そ

の倫理教育内容や方法の検討は大きな課題といえ

る｡

日本語翻訳版道徳的感性尺度を使用し､看護専門

職としての道徳的な物事の考え方､認識､感受性を

示す道徳的感性と看護師や病院の特性を中心とした

関連性について探究してきたが､本研究で使用した

日本語翻訳版道徳的感性尺度における道徳的感性の

要素は､患者の理解､責任 ･安全､琶藤､規則遵

守､患者の意思尊重､忠誠､価値 ･信念､内省､正

直､自律､情であり､これには守秘義務や患者の擁

護､専門職としてq)研鐙に関わる項目といった現代

に見合った内容的な重要項目の不足が指摘されてい

る37)38)｡今後に於いて､現在に見合った倫理的価値

観の創出と現代の医療現場で働く看護師の倫理的判

断や行動に関する能力を的確に測定できる尺度開発

が必要とされているといえるかもしれない｡更に

は､看護職者に必要な倫理的な問題解決能力は､何

をもって評価するのかについては今後も論じられる

べき課題といえよう｡倫理的態度に関する看護師個

人の妥当な評価が可能となれば､教育的アプローチ

の視点が明確となり､有益な倫理教育の推進､浸透

につなげることができる｡それは､看護師の倫理的

問題解決のための端緒となり､看護の質の向上に寄

与することが期待できる｡

3.研変わ限界と今後の課題

臨床の現場における倫理的実践を促進していくた

めには､看護師個人の倫理的価値観を内在化し道徳

的感性を高めていく人材育成に努めると共に､看護

師自らに内在化する価値に基づく行為が遂行できる

ような組織文化を形成することが重要となる｡道徳

的感性を向上させるための効果的なアプローチを検

討していく為にも､今後も道徳的感性とそれに関連

する要因について､文化､宗教､教育､人生経験な

ど広きに亘り探究していくことが必要である｡

本研究において､臨床看護師の倫理教育に関する

実情と道徳的感性と関連要因の検討から､今後の倫
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理教育の在り方を考えるにあたり有益な示唆が含ま

れていることを明らかにした｡本研究の対象者の選

出において確率標本抽出法ではないこと､対象施設

が7施設に限られていることから結果の汎用性には

限界があることは否めない｡

Ⅴ.結 論

木研究は､臨床看護師の倫理教育に関する実情と

道徳的感性と関連要因について明らかにするため､

臨床石護師に質問紙調査を実施した｡67.6%の看護

桐は 看護基礎教育機関で倫理を学んだ経験があり､

卒後の倫理研修の受講に関しては､39.8%の看護師

が受講の経験があった｡これらの倫理教育機会の有

無に関わ らず､倫理に関する知識の程度に関して

は､91.1%の看護師が ｢全く知識がない｣｢あまり

知識がない｣と回答していた｡更に､道徳的感性と

看護師や病院の特性等との関連を調べた結果､有意

差のみられた項目は殆どなく､既存の倫理教育が道

徳的感性に影響を与えていないことが明らかとなっ

た｡これらの結果を踏まえ､倫理基礎教育及び現任

教育の内容や教育方法の検討､教育効果を見直しす

ることの必要性､そのためのツールとして現代の医

療現場で働く看護師の道徳的感性を含めた倫理的判

断や行動に関する能力を的確に測定できる尺度の開

発について再考する必要性が示唆された｡その上

で､今後も道徳的感性等との関連要因について探索

を行っていく必要がある｡
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